大和市人権指針の改定案に対する閲覧用

意見をお寄せください
　
市では、市の人権施策を推進するための取組みの方向性を示す「大和市人権指針」の改定を進めています。このたび、その素案がまとまりましたので、市民の皆さまのご意見を伺うため、意見公募手続き（パブリックコメント）を実施いたします。なお、皆さまからお寄せいただいたご意見の概要とそれに対する市の考え方は、後日、市のホームページで公表する予定です。個々のご意見には直接回答はいたしかねますので、予めご了承ください。


【募集期間】
令和７年１２月１日（月）～令和８年１月５日（月）

【提出方法】
任意の書式に意見、住所、氏名を明記の上、次のいずれかの方法で提出してください。
①直接持参、郵送
〒242-8601　大和市下鶴間１－１－１　大和市役所２階　国際・市民共生課
②FAX
０４６－２６３－２０８０
[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]③電子申請（e-kanagawa電子申請）
市のホームページのパブリックコメントのページをご確認ください。


（電子申請用二次元コード）


※ご持参の場合は、土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時の間にご提出ください。
※郵送の場合は募集期間内に必着でお願いします。
※電話や窓口での口頭によるご意見は受け付けられませんので、ご了承ください。

【問い合わせ先・事務担当】
　大和市役所　市民経済・にぎわい創出部　国際・市民共生課　　電話：０４６－２６０－５１６４



大和市人権指針の改定案に対する意見書（参考書式）

【記入欄】
	記入者
	住所
	


	
	ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名
	


	意見の内容
	





















【ご意見の提出先】
①直接持参（平日８時３０分から午後５時まで）、郵送
　　　〒２４２－８６０１　大和市下鶴間１－１－１　大和市役所２階　国際・市民共生課
[image: QR コード

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]②ＦＡＸ　０４６－２６３－２０８０
③電子申請（e-kanagawa電子申請）
市のホームページのパブリックコメントのページをご確認ください。

（電子申請用二次元コード）
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